
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 の 組 織 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

目次 
第１章 総則（第１条） 
第２章 国立大学法人京都大学の組織 
第１節 総長、理事等（第２条―第６条） 
第２節 経営協議会、教育研究評議会及び部局長

会議（第７条―第９条） 
第３節 委員会（第１０条） 
第４節 職員（第１１条） 

第３章 京都大学の組織 
第１節 職員等（第１２条―第１４条） 
第２節 大学院（第１５条―第２４条） 
第３節 学部（第２５条―第２９条） 
第４節 附置研究所（第３０条―第３８条） 
第５節 附属図書館（第３９条―第４１条） 
第６節 医学部附属病院（第４２条―第４４条） 
第７節 全国共同利用施設（第４５条） 
第８節 学内共同教育研究施設（第４６条） 
第９節 機構等（第４７条―第４９条） 
第１０節 物質―細胞統合システム拠点（第５０

条） 
第１１節 その他の学内組織（第５０条の２―第

５１条） 
第４章 事務組織（第５２条・第５３条） 
附則 

 
 （前 略） 
 （理事） 
第３条  
２ 
３ 総長が指名する理事は、当該業務を分担管理する

理事（第５２条第４項において「担当理事」という。）

との協議の下に事務全般の執行について総合調整す

るものとする。 
４～９ （略） 
 （中 略） 
    第２節 大学院 
（大学院及び研究科等） 

第１５条 京都大学に大学院を置き、大学院に次に掲

げる研究科を置く。 
文学研究科 
教育学研究科 
法学研究科 
経済学研究科 
理学研究科 
医学研究科 
薬学研究科 
工学研究科 

目次 
第１章 総則（第１条） 
第２章 国立大学法人京都大学の組織 
第１節 総長、理事等（第２条―第６条） 
第２節 経営協議会、教育研究評議会及び部局長

会議（第７条―第９条） 
第３節 委員会（第１０条） 
第４節 職員（第１１条） 

第３章 京都大学の組織 
第１節 職員等（第１２条―第１４条） 
第２節 大学院（第１５条―第２４条） 
第３節 学部（第２５条―第２９条） 
第４節 附置研究所（第３０条―第３８条） 
第５節 附属図書館（第３９条―第４１条） 
第６節 医学部附属病院（第４２条―第４４条） 
第７節 全国共同利用施設（第４５条） 
第８節 学内共同教育研究施設（第４６条） 
第９節 教育院等（第４７条―第４９条） 
第１０節 物質―細胞統合システム拠点（第５０

条） 
第１１節 その他の学内組織（第５０条の２―第

５１条） 
第４章 事務組織（第５２条） 
附則 

 
 
 （理事） 
第３条  
２ 
３ 総長が指名する理事は、当該業務を分担管理する

理事との協議の下に事務全般の執行について総合調

整するものとする。 
 
４～９ （同 左） 
 
    第２節 大学院 
（大学院及び研究科等） 

第１５条 京都大学に大学院を置き、大学院に次に掲

げる研究科等を置く。 
文学研究科 
教育学研究科 
法学研究科 
経済学研究科 
理学研究科 
医学研究科 
薬学研究科 
工学研究科 

（略） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 
農学研究科 
人間・環境学研究科 
エネルギー科学研究科 
アジア・アフリカ地域研究研究科 
情報学研究科 
生命科学研究科 
 

２ 前項に定めるもののほか、大学院に、学校教育法

第１００条ただし書に定める研究科以外の教育研究

上の基本となる組織として、地球環境学堂及び地球

環境学舎並びに公共政策連携研究部及び公共政策教

育部並びに経営管理研究部及び経営管理教育部を置

く。 
３ 地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理

研究部は研究のために置く組織とし、地球環境学舎、

公共政策教育部及び経営管理教育部は教育のために

置く組織とする。 
（研究科長） 

第１６条 研究科（前条第２項の組織を含む。以下同

じ。）に研究科長（地球環境学堂にあっては学堂長、

地球環境学舎にあっては学舎長、公共政策連携研究

部及び経営管理研究部にあっては研究部長、公共政

策教育部及び経営管理教育部にあっては教育部長を

いう。以下同じ。）を置き、京都大学の教授をもっ

て充てる。 
 
２ 研究科長は、当該研究科の教授会の議に基づき、

総長が任命する。 
３ 研究科長の選考手続は、当該研究科の定めるとこ

ろによる。 
４ 研究科長の任期は、当該研究科の組織に関する規

程の定めるところによる。 
５ 研究科長は、当該研究科の教授会の議に基づき行

われる教育研究評議会の審査の結果によるのでなけ

れば、その意に反して総長により懲戒又は解任され

ることはない。 
６ 前項の審査手続は、教育研究評議会の定めるとこ

ろによる。 
 （中 略） 
 （専攻及び講座） 
第２０条 研究科、地球環境学舎、公共政策教育部及

び経営管理教育部（次項において「研究科及び教育

部」という。）に専攻を置き、研究科、地球環境学

堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部（次項

において「研究科及び研究部」という。）又は専攻

に教員の役割分担及び連携の組織的な体制を確保す

るための教員組織として講座又はこれに代わる組織

を置く。 

農学研究科 
人間・環境学研究科 
エネルギー科学研究科 
アジア・アフリカ地域研究研究科 
情報学研究科 
生命科学研究科 
総合生存学館 

２ 
 
 
 
 
 
３ 
 
 
 
 （研究科長） 
第１６条 研究科（総合生存学館及び前条第２項の組

織を含む。以下同じ。）に研究科長（総合生存学館

にあっては学館長、地球環境学堂にあっては学堂長、

地球環境学舎にあっては学舎長、公共政策連携研究

部及び経営管理研究部にあっては研究部長、公共政

策教育部及び経営管理教育部にあっては教育部長を

いう。以下同じ。）を置き、京都大学の教授をもっ

て充てる。 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 
 
 
 
６ 
 
 
（専攻及び講座） 

第２０条 研究科、総合生存学館、地球環境学舎、公

共政策教育部及び経営管理教育部（次項において「研

究科及び教育部」という。）に専攻を置き、研究科、

総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部

及び経営管理研究部（次項において「研究科及び研

究部」という。）又は専攻に教員の役割分担及び連

携の組織的な体制を確保するための教員組織として

講座又はこれに代わる組織を置く。 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
２ 研究科及び教育部に置く専攻並びに研究科及び研

究部又は専攻に置く講座若しくはこれに代わる組織

は、京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する

規程（平成１６年達示第６号）の定めるところによ

る。 
 （中 略） 
    第９節 機構等 
 （機構等） 
第４７条 京都大学に、京都大学における全学共通教

育の実施、学術研究基盤の整備、全学的事業の推進

又は支援その他全学に係る業務を実施するための組

織として、次に掲げる機構及び本部を置く。 
 
高等教育研究開発推進機構 
環境安全保健機構 
国際交流推進機構 
情報環境機構 
図書館機構 
産官学連携本部 

２ 前項の機構等に関し必要な事項は、高等教育研究

開発推進機構にあっては京都大学における全学共通

教育の実施に関する規程（平成１５年達示第１号）

の、その他にあっては当該機構規程又は本部規程の

定めるところによる。 
 （中 略） 

第４章 事務組織 
（事務本部） 

第５２条 京都大学に、法人の業務の実施に関し必

要な事務を処理させるため、事務本部を置く。 
 
２ 事務本部に置く部、課、室、総長室、監査室そ

の他の事務組織及びその所掌事務は、京都大学事

務組織規程（平成１６年達示第６０号）の定める

ところによる。 
３ 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。 
４ 部長は、総長及び担当理事の監督の下に部の事

務を処理し、課長及び室長は、上司の命を受け、

課又は室の事務を処理する。ただし、総長室及び

監査室長は、総長の監督の下に室の事務を処理す

る。 
（部局の事務組織） 

第５３条 研究科、附置研究所、附属図書館及び医

学部附属病院その他の京都大学の教育研究施設

（以下「研究科等」という。）に、その事務を処理

させるため、部局事務部を置くことができる。た

だし、必要に応じて数個の研究科等の事務を併せ

て処理する部局事務部を置くことができる。 
２ 研究科等に置く部局事務部（前項ただし書の部

２ （同 左） 
 
 
 
 
 
    第９節 教育院等 
 （教育院等） 
第４７条 京都大学に、京都大学における教養・共通

教育の企画及び実施、学術研究基盤の整備、全学的

事業の推進又は支援その他全学に係る業務を実施す

るための組織として、次に掲げる教育院、機構及び

本部を置く。 
国際高等教育院 
環境安全保健機構 
国際交流推進機構 
情報環境機構 
図書館機構 
産官学連携本部 

２ 前項の教育院等に関し必要な事項は、当該教育院

規程、機構規程又は本部規程の定めるところによる。

 
 
 
 

第４章 事務組織 
 
第５２条 京都大学に、法人又は京都大学の業務の

実施に関し必要な事務を処理させるため、事務本

部、共通事務部、部局事務部等を置く。 
２ 前項の事務組織に関し必要な事項は、京都大学

事務組織規程（平成１６年達示第６０号）の定め

るところによる。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 
局事務部を含む。以下この条において同じ。）並び

に当該部局事務部の事務組織及びその所掌事務

は、京都大学事務組織規程の定めるところによる。

３ 部局事務部に、事務部長又は事務長を置く。 
４ 事務部長及び事務長は、研究科等の長の監督の

下に部局事務部の事務を処理する。 

 

 

 

 

 

 
   附 則 
 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

 
 


